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質問・回答 

No. 質問 回答 

１ 止水板の設置を検討しています。 

助成申請のタイミングについて教えてください。 

 

工事の場合は、工事完了後でよいですか？ 止水板設置工事については、工事に着手する前に申請書を提出してください。 

購入の場合は、事後でよいですか？ 簡易型止水板購入については、購入後速やかに申請書を提出してください。 

令和７年 12月８日以降に購入した止水板が助成対象となりますのでご注意ください。 

２ 助成申請の締め切りはいつまでですか？  

 止水板設置工事については、申請書提出から請求書の提出までを3月末までに行う必要が

あります。また、工事は、その内容にもよりますが、工事契約から工事完了まで３～４か月ほど

掛かる場合もあるため、詳しくは事前にお問い合わせください。 

 簡易型止水板購入については、製品によって異なりますが、納期が2週間程度かかる場合も

あります。申請書の提出は、3月上旬までに行ってください。詳しくは、事前にお問い合わせ

ください。 

３ 止水板は、どういったものが助成対象ですか？ 浸水に耐えられる材質でできている止水板として販売されている製品が対象になります。詳

しくは、事前にお問い合わせください。 

４ 中古の簡易型止水板を設置する場合は助成対象ですか？ 中古の簡易型止水板は、助成対象外となります。 

５ 私の家が助成対象区域か分からないのですが？ 助成対象区域は、区内において過去に浸水被害があった地域又は、発生のおそれのある地域

となります。詳しくは、事前にお問い合わせください。 

６ 止水板設置工事や簡易型止水板の購入を検討しているので、相談に

乗ってもらいたい。 

助成制度についてのご相談は、建築調整課までお問い合わせください。 

なお、止水板の製品に関するご相談は、メーカーや販売店、施工業者にお問い合わせくださ

い。※区では特定のメーカーや製品の指定はございません。複数の製品がありますので比較

検討のうえ、申請者様にてご選定ください。 

助成制度の詳しい内容や具体的な内容について、まずはご相談を！！ 


